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庁内体制 
〇計画の推進 

   〇年次報告書の作成 

第１ 環境基本計画年次報告書の趣旨 

令和２年３月に策定した第２次袖ケ浦市環境基本計画は、５つの基本目標及び１つ

の分野横断的な目標を定め、基本目標ごとの数値目標等を設定しています。

この計画を着実に推進していくためには、取組の進捗状況を定期的に把握・評価し、

計画を見直していく必要があることから、この報告書では、令和５年度の取組等につ

いて取りまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

 
助言 
・ 

提言 

調整 

公表 

 
意見 

環境審議会 
〇環境に関する施策の調査審議 
〇環境に関する施策の助言・提言 

市民・事業者 
〇計画の実行 
〇年次報告に対する意見 

連携・協力 

庁内会議 
〇環境に関する施策
の総合的調整 

〇環境基本計画の推
進に関する指示 

 

環境管理課 
〇環境基本計画の推進 
〇施策の進捗状況の把握 
〇年次報告書の作成・報
告・公表 

庁内関係課 
〇計画の実行 
〇環境に関する施
策の実施 

〇施策における環
境配慮の実施 

指示 

報告 

国・県・他自治体 
〇広域的な視点による取組の推進に当たっての連携・協力 

図 計画の推進体制 
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第２ 環境基本計画の概要 

１ 計画の趣旨 
環境基本計画は、長期的な目標の下、市民､事業者及び行政が協働して、環境の

保全に関する施策を、総合的かつ計画的に推進していくことにより、先人が残して

くれた豊かな自然環境を次世代に継承するとともに、環境に関する諸問題を計画的

に解決していくことを目的としています。

 

２ 計画の期間 
本計画の計画期間は、令和２年度から令和１３年度までとしています。ただし、

環境問題や社会経済の変化、科学技術の進展等により、適宜見直しを行います。 

 

３ 計画の構成（抜粋） 



第３章  計画の目標  
 第１節  袖ケ浦市が目指す環境像  

  みんなでつくる  豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち  袖ケ浦  
 第２節  基本目標  

・豊かな自然と共生するまち  ・快適で安全に生活できるまち  
・地球環境を思いやるまち   ・環境にやさしい循環型社会を形成するまち  
・市民参加による環境保全活動を推進するまち  

 
第４章  目標の実現に向けた施策の展開方向  
 
 

     基本目標             基本施策  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

みんなでつくる  豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち  袖ケ浦  
 

 

 

 

 

 (1) 水とみどりの保全 
 (2) 生物多様性の保全 
 (3) 有害鳥獣・特定外来生物への対策 
 (4) 景観形成の推進 

 

 

１ 豊かな自然と共生するまち 

２ 快適で安全に生活できるまち 
 (1) 大気環境の保全 
 (2) 水質・土壌・地盤環境の保全 
 (3) 騒音・振動・悪臭の防止 
 (4) 有害化学物質・放射性物質への対策 

 

３ 地球環境を思いやるまち 
 (1) 再生可能エネルギー等の活用 
 (2) 省エネルギーの推進 
 (3) 温室効果ガスの削減 
 (4) 気候変動による影響への適応策の推進 

 

４ 環境にやさしい循環型社会を

形成するまち 

 

 (1) ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 
 (2) 廃棄物等の適正処理の推進 
 (3) 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 
 (4) 建設発生土・再生土への対策 

５ 市民参加による環境保全活動

を推進するまち 

 

 (1) 環境に関する情報発信 
 (2) 環境学習・環境教育の推進 
 (3) 協働による環境保全活動の推進 
 (4) 市民等による環境保全活動への支援 

 

環境保全のための        (1) 持続可能な社会を築くネットワークづくり 

分野横断的な施策        (2) 災害時等における環境問題への対応 

図 第２次袖ケ浦市環境基本計画の概要図 
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第３ 環境施策の推進状況 

１ 豊かな自然と共生するまち 
(１) 水とみどりの保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

多面的機能支払事業活動面積 
９４５ｈａ 

（平成３０年度） 
１，１１２ｈａ 

１，２５０ｈａ 

（令和１３年度） 

地域の水がきれいだと感じる

市民の割合（市民意識調査） 

６２．７％ 

（令和元年度） 
５６．２％ 

７０％ 

（令和１３年度） 

地域にみどりが多いと感じる

市民の割合（市民意識調査） 

８１．８％ 

（令和元年度） 
８４．５％ 

現状を維持します 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 水と緑の里整備 〔環境管理課〕 

○蔵波小鳥の森の維持管理を実施しました。 

○椎の森自然環境保全緑地の維持管理を実施しました。 

（造成緑地草刈委託 17，126 ㎡（環境保全緑地分 600 ㎡含む。）） 

（作業回数：１３回、参加者数：約２８人/回） 

② 公共施設における緑

地の適正管理 

〔都市整備課〕 

○公園・緑地について委託等による管理を実施しました。 

〔環境管理課〕 

○自然環境保全緑地について除草委託による管理を実施しました。 

③ 農業用ため池周辺の

環境整備 

〔農林振興課〕 

○草刈りや植栽管理等について、地元委託により実施しました。 

④ 農地農村の持つ多面

的機能に関する普及啓

発等 

〔農林振興課〕 

○農地農村の有する水源の涵養、良好な景観形成等の多面的機能を

維持・発揮するための普及啓発の実施を実施しました。 

⑤ 保存樹木・樹林の保全 〔環境管理課〕 

○指定樹木（１８１本）、指定樹林（８.５ｈａ）を保全しました。 

⑥ 緑地保存協定の締結 〔環境管理課〕 

○新たに、３者協定を１社、２者協定を３社締結しました。 

 （３者協定７２社、２者協定１２７社、緑地面積２１２ha） 

⑦ 緑の基本計画の策定 〔都市整備課〕 

○計画期間中の策定を目指した調査研究を実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 
・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標である「地域の水がきれいだと感じる市民の割合」は基準年度を下回っており、特

に臨海部での割合が低いことから、水環境の改善に取り組む必要がある。 

・目標である「地域にみどりが多いと感じる市民の割合」は高水準を維持していることか

ら、引き続き緑地の保存に取り組む必要がある。 
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(２) 生物多様性の保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

生物多様性地域戦略の策

定 
― 

計画期間内の策定を

目指し調査中 

計画期間中の策定を

目指します 

生物多様性の意味を知っ

ている市民の割合 

２５％ 

（平成３０年度） 

調査未実施 
（※自然散策会等アン

ケート：２６％） 

６０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 生物多様性に関する

普及啓発 

〔環境管理課〕 

○自然散策会において、生物多様性に関する普及啓発を実施しまし

た。 

○窓口において、生物多様性の啓発物資を配布しました。 

② 遊休・荒廃農地の調査

活用 

〔農林振興課〕 

○農地利用状況調査を実施しました。 

③ 希少な野生生物の調

査等 

〔環境管理課〕 

○ボランティア活動団体との協働による、トウキョウサンショウウ

オの生育等を実施しました。 

④ 生物多様性地域戦略

の策定 

〔環境管理課〕 

○計画期間中の策定を目指し、調査研究を継続実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施できたものの、生物多様性地域戦略の策定に

ついては、調査研究の継続に留まった。 

・目標である「生物多様性の意味を知っている市民の割合」は、市民意識調査による実施

ではなく、自然散策会等でのアンケート調査であったものの、２６％と低い状況にある

ことから、更なる普及啓発に取り組む必要がある。 
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(３) 有害鳥獣・特定外来生物への対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

有害鳥獣の捕獲数 

イノシシ ５２２頭 

ハクビシン ６４頭 

（平成３０年度） 

イノシシ ６３５頭 

ハクビシン ３７頭 

被害状況を勘案しな

がら捕獲を進めます 

（令和１３年度） 

特定外来生物の駆除数 
アライグマ １９７頭 

（平成３０年度） 
アライグマ ４２６頭 

根絶に向けて 

駆除します 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 有害鳥獣・特定外来

生物に関する普及啓

発 

〔農林振興課〕 

○有害鳥獣被害のある地域で現地調査を実施し、住民への被害状況の

報告と、駆除・防除方法等について普及啓発を行いました。 

○市内の農作物被害状況を調査し、県ホームページを通じて公表しま

した。 

〔環境管理課〕 

○正確な知識と対策を周知するため、窓口において特定外来生物であ

るアライグマのリーフレットの配布など、啓発に努めました。 

○近年、住宅地等においても出没するイノシシについて、注意喚起の

ための看板を製作し、配布しました。 

② 鳥獣被害防止計画の

推進 

〔農林振興課〕 

○獣害対策に関する講習会を実施しました。 

○地域ぐるみの有害獣駆除組織の設立（１地区）を支援しました。 

○国の補助事業による箱わなの導入や市の補助事業による防護柵の設

置を行いました。 

③ 有害鳥獣・特定外来

生物の防除 

〔環境管理課・農林振興課〕 

○防除対策として設置する防護柵に対する市の補助事業について広報

紙、ホームページ等で周知しました。 

○駆除対策として、県から箱わなの貸与を受け、アライグマの駆除を

行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、実施することができた。 

特に地域ぐるみの有害鳥獣駆除組織により、地域の状況に応じた取組の展開を図ること

ができた。 

・目標である「有害鳥獣の捕獲数」について、捕獲数は年々増加しているものの、継続的

に被害が発生していることから、取組の継続と拡充を推進する必要がある。 

また、「特定外来生物の駆除数」についても、箱わなの設置を増やしたことで、駆除数は

増加しているものの、根絶に至っていないことから、根絶に向けた更なる駆除を進めて

いく必要がある。 
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(４) 景観形成の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

景観重要樹木等の指定 
６本 

（平成３０年度） 
６本 

１０本 

（令和１３年度） 

景観まちづくり推進団体

数 

８団体 

（平成３０年度） 
９団体 

１０団体 

（令和１３年度） 

市内の公園がきちんと管

理されていると思う市民

の割合（市民意識調査） 

６２．９％ 

（令和元年度） 
６８．４％ 

７０％ 

（令和１３年度） 

市内の良好なまち並みや

景観が形成されていると

思う市民の割合 

（市民意識調査） 

５４．８％ 

（令和元年度） 
６２．４％ 

６５％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 都市公園の整備・維持

管理 

〔都市整備課〕 

○指定管理者と協力し、都市公園の維持管理を実施しました。 

② 景観としての農業環

境の保全 

〔農林振興課〕 

○市内７地区の地元活動組織が実施する地域の共同活動により、農

地の有する多面的機能の維持発揮を図りました。 

③ 農村公園・フラワーラ

インの景観維持 

〔農林振興課・土木管理課〕 

○農村公園等の景観維持を図りました。 

○神納・飯富・下新田・三ツ作・大曽根・勝・岩井の７地区のボラ

ンティアにより、フラワーラインの種まき（春：コスモス、秋：

ポピー）の実施と、浮戸川沿いの草刈を実施しました。 

④ 景観計画の適切な運

用 

〔都市整備課〕 

○景観計画の運用により、良好な景観形成を推進しました。 

⑤ 景観まちづくり活動

の推進 

〔都市整備課〕 

○平川公民館の行事として、中川小学校から参加者を募り、里山を

歩く会の協力による「景観まち歩き」を開催しました。 

⑥ 県屋外広告物条例の

適用 

〔都市整備課〕 

○市職員による違反広告物の除去作業を１２回実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、実施することができた。 

特に、施設の指定管理者や地元活動組織、ボランティアとの協力により、景観の維持管

理を図ることができた。 

・目標についても概ね達成に向かっていることから、引き続き取組を推進していく。 
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２ 快適で安全に生活できるまち 
(１) 大気環境の保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

光化学スモッグ注意報の

年間発令日数 

５日 

（平成２６年度か

ら平成３０年度ま

での平均日数） 

３日 

注意報発令日数 

の半減 

（計画期間の平均日数） 

市内における大気汚染物

質の環境基準達成率 

８７．５％ 

（平成３０年度） 
８７．５％ 

達成率を向上させます 

（令和１３年度） 

地域の空気がきれいだと

感じる市民の割合 

（市民意識調査） 

６２．７％ 

（令和元年度） 
５６．２％ 

７０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 大気汚染物質の監視

の継続及び市民への情

報提供 

〔環境管理課〕 

○大気汚染物質の監視を継続するとともに、光化学スモッグ注意報の

発令時には、市民生活安全メールなどにより、市民への情報提供

を行いました。 

② 発生源施設への立入

調査の実施 

〔環境管理課〕 

○１事業所１施設について立入調査を実施しました。 

（不適合施設：なし） 

③ 自家焼却・野焼きに対

する指導 

〔廃棄物対策課・環境管理課〕 

○自治会回覧により啓発を行いました。 

○市民からの苦情に基づく指導を行ったほか、残土・不法投棄パト

ロールに合わせ、週６日の市内監視を行いました。 

④ 公害防止施設の設置

指導 

〔環境管理課〕 

○環境保全条例及び環境保全に関する協定に基づく事前協議により

公害防止施設設置について指導を行いました。 

（条例：０件、２者協定：９件、３者協定：４件） 

⑤ 大気環境監視システ

ム及び監視網の見直し 

〔環境管理課〕 

○令和４年度に見直しが完了し、市内７測定局による監視体制（市

５局、県２局）を継続しています。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標については、「光化学スモッグ注意報の年間発令日数」は基準年度より減少したもの

の、「市内における大気汚染物質の環境基準達成率」は、観測を行っている光化学オキシ

ダントが環境基準の達成に至っておらず、また、「地域の空気がきれいだと感じる市民の

割合」についても、基準年度より減少していることから、更なる改善に向けて、大気汚

染の監視を継続するとともに、発生源調査や野焼きの指導等に取り組む必要がある。 
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(２) 水質・土壌・地盤環境の保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

水洗化率（公共下水道） 
９６．８％ 

（平成３０年度） 
９７．５％ 

９８％ 

（令和１３年度） 

水洗化率（農業集落排水） 
７９．２％ 

（平成３０年度） 
８０．７％ 

９０％ 

（令和１３年度） 

小櫃川における水質の環境基準達

成率 

８０％ 

（平成３０年度） 
８０％ 

達成率を向上させます 

（令和１３年度） 

汚水が適切に処理されていると感

じる市民の割合（市民意識調査） 

７６．９％ 

（令和元年度） 
７９．５％ 

８０％ 

（令和１３年度） 

河川や雨水排水施設が整備され、

安心して暮らしていると感じる市

民の割合（市民意識調査） 

６２．２％ 

（令和元年度） 
６２．５％ 

７０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 公共下水道・農業集落

排水設備に係る普及率

の向上 

〔下水対策課〕 

○公共下水道について 

 ・普及率：６８．８％（農業集落排水松川地区含む。） 

○農業集落排水について 

 ・水洗化率：東部地区：９２．５％、松川地区：９０．８％、 

平岡地区：７２．２％ 

② 生活排水の負荷軽減に

関する普及啓発 

〔下水対策課〕 

○市ホームページ及び広報紙による啓発を行いました。 

③ 事業者への排水適正管

理の指導 

〔環境管理課〕 

○事前協議において指導を行いました。 

○発生源の立入調査を実施しました。 22事業所調査 超過無し 

④ 浄化槽の適正な維持管

理の指導 

〔廃棄物対策課〕 

○補助対象である合併浄化槽設置時に必要に応じて指導を行ったほ

か、広報紙により維持管理の周知を行いました。 

⑤ 地下水汚染・土壌汚

染・地盤沈下対策の推進 

〔環境管理課〕 

○県主体の地下水調査を２地点で実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標については、「水洗化率（公共下水道）」、「水洗化率（農業集落排水）」及び「汚水が

適切に処理されていると感じる市民の割合」は、基準年度を比較して増加しているが、

近年は横ばいとなっている。 

「小櫃川における水質の環境基準達成率」についても横ばいであるほか、「河川や雨水排

水施設が整備され、安心して暮らしていると感じる市民の割合」については、基準年度

を比較して横ばいであるとともに、地区別では内陸部が低い状況にあることから、更な

る水質改善に向け、浄化槽や生活排水の適正管理について普及啓発や指導に取り組む必

要がある。 
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(３) 騒音・振動・悪臭の防止 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

自動車騒音の環境基準達

成率 

８７．５％ 

（平成３０年度） 
６２．５％ 

達成率を向上 

させます 

（令和１３年度） 

騒音・振動・悪臭の苦情

件数 

４０件 

（平成３０年度） 
１６件 

苦情件数を減少 

させます 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 道路における騒音・振

動対策の推進 

〔環境管理課〕 

○３路線４区間の調査を実施しました。 

② 航空機騒音対策の推

進 

〔環境管理課〕 

○国・県との連絡協議会に出席し、苦情発生状況の情報提供を行う

とともに、県や他市と連携して羽田空港を離着陸する航空機騒音

の低減について要望を行いました。 

③ 家畜糞尿処理対策の

推進 

〔農林振興課〕 

○家畜排泄物法対象農家３０箇所のうち、２８箇所で家畜ふん尿処

理施設が整備済となっています。 

④ 工場等への監視等の

継続 

〔環境管理課〕 

○環境保全に関する協定事業所から年間計画書等の提出を求め、必

要に応じて指導を行っています。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

 また、令和５年に施行した再生資源物の屋外保管に関する条例について適正な運用を図

った。 

・目標については、「自動車騒音の環境基準達成率」は、年度ごとの調査地点が異なるため

令和５年度は大きく減少したが、路線ごとの状況について継続して把握する必要がある。 

また、「騒音・振動・悪臭の苦情件数」は１６件であり、昨年度比で１３件、基準年度比で

２４件減少しているものの、従前からの臨海部工場からの悪臭苦情が減少している一方

で、再生資源物保管場などの騒音・振動の苦情が増加していることから、引き続き発生

源に対する指導等に取り組む必要がある。 
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(４) 有害化学物質・放射性物質への対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

ダイオキシン類の環境基

準達成率 

ダイオキシン類 

１００％ 

（平成３０年度） 

１００％ 
１００％ 

（毎年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 有害化学物質の監視

の継続及び市民への情

報提供 

〔環境管理課〕 

○有害大気汚染物質モニタリング調査として、ダイオキシン類年 2

回(2か所)、ベンゼン年 12回(1か所)について測定しています。 

○県においてベンゼン等を年 12回(1か所)測定し、併せて結果を公

表しています。（いずれも環境基準達成） 

② 農薬等の適正使用の

推進 

〔農林振興課〕 

○農薬等の散布は、市植物防疫協会が実施しました。 

○散布の際は、広報紙及び広報無線により周知を行うとともに、全

域でラジコンヘリを使用し、市職員の立会いにより行いました。 

（散布面積：４４１．３ha） 

③ 事業所等における有

害化学物質の管理の推

進 

〔環境管理課〕 

○ＰＲＴＲ法による指導の他、環境保全に関する協定事業所から年

間計画書等の提出を求め、必要に応じて指導を行っています。 

④ 放射性物質に関する

市民への情報提供 

〔環境管理課〕 

○小学校及び公園の合計１０か所にて年４回測定し、結果を公表し

ています。 

（いずれの地点も０．２３マイクロシーベルト／時以下） 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、実施することができた。特に、有害物質及び放射性物

質の測定状況については、結果を市ホームページにおいて公開し、情報提供を図った。 

・目標についても、達成を維持することができた。 
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３ 地球環境を思いやるまち 

(１) 再生可能エネルギー等の活用 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

再生可能エネルギー設備

等の補助件数（累計） 

１，１７８件 

（平成３０年度） 

１，７０８件 

（令和５年度 １０９件） 

２，３５０件 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 住宅、事業所等への再

生可能エネルギー等の

導入促進 

〔環境管理課〕 

○家庭における再生可能エネルギー等の導入を促進するため、県の補

助事業を活用して住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を

行いました。 

・燃料電池システム設置補助金：９件 

・定置用リチウム蓄電システム設置補助金：６８件 

・窓の断熱改修補助金：１５件 

・電気自動車購入補助金：１２件 

・Ｖ２Ｈ充放電設備設置補助金：５件 

② 公共施設への再生可

能エネルギーの導入 

〔資産管理課〕 

○庁舎整備において太陽光発電設備及び蓄電池を計画しています。 

(令和６年度設置予定） 

（資産管理課・教育総務課） 

○蔵波小学校増築工事において太陽光発電設備を設置しました。 

○昭和中学校増築において太陽光発電設備及び蓄電池を計画してい

ます。（令和７年度設置予定） 

③ 再生可能エネルギー

等に関する普及啓発 

〔環境管理課〕 

○ホームページや広報紙で普及啓発を行いました。 

○県が作成した再生可能エネルギーについて解説したリーフレット

などを窓口で配布しました。 

④ 事業用太陽光発電設

備の適正な設置及び管

理の指導 

〔環境管理課〕 

○袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドラインに

基づき、適正な設置及び管理をするよう指導しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

特に、公共施設への再生可能エネルギーの導入として、蔵波小学校の増築に併せ、新た

に太陽光発電設備の設置を図ったほか、庁舎整備など更なる拡充を予定している。 

・目標については、達成に向けて着実に進捗しており、また、県の補助要綱に準じ、効果

的な設備の導入を目指して、補助対象設備の柔軟な対応を図っている。 
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(２) 省エネルギーの推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

日頃から省エネなど環境

に配慮した行動に取り組

んでいる市民の割合 

（市民意識調査） 

７９．６％ 

（令和元年度） 
８２．２％ 

９０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 省エネルギー設備等

の導入促進 

〔環境管理課〕 

○家庭における省エネルギー設備の導入を促進するため、住宅用設

備等脱炭素化促進事業補助金において、燃料電池システムや窓の

断熱改修を対象としました。 

② 省エネルギーに関す

る情報発信等 

〔環境管理課〕 

○環境月間である６月の広報紙に環境特集を掲載するとともに、ホ

ームページ等により情報発信を行いました。 

③ 環境に配慮した製品

に関する普及啓発 

〔環境管理課〕 

○省エネ家電への買替えを促進するためのチラシや、蓄電池や太陽

光パネルといった省エネルギー設備の共同購入の案内等を配布

し、啓発を行いました。 

④ 公共施設のＬＥＤ化

の推進 

〔資産管理課・管財契約課〕 

○庁舎整備においてＬＥＤ照明を採用しています。 

〔資産管理課・保育幼稚園課〕 

○福王台保育所・久保田保育所・根形保育所・平川保育所の照明を

ＬＥＤ照明へ改修しました。 

〔中央図書館・長浦おかのうえ図書館〕 

○中央図書館・長浦おかのうえ図書館の照明をＬＥＤ照明へ改修し

ました。 

〔資産管理課・教育総務課〕 

○蔵波小学校・昭和中学校において屋内運動場の照明をＬＥＤへ改

修しました。 

○蔵波小学校増築工事においてＬＥＤ照明を採用しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

特に、公共施設のＬＥＤ化について順次拡充を図った。 

・目標については、基準年度より増加しているものの、近年横ばいであることから、更なる

情報発信や普及啓発に取り組む必要がある。 
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(３) 温室効果ガスの削減 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

公共施設の二酸化炭素排

出量 

１０，４９４ｔ 

（平成３０年度） 
７，５０１ｔ 

袖ケ浦市地球温暖化

対策実行計画の達成

を目指します 

緑のカーテンコンテスト

応募者数 

１９件 

（令和元年度） 
２３件 

３０件 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 地球温暖化対策実行

計画の推進 

〔環境管理課〕 

○公共施設の温室効果ガス排出量７，５００，８９６．２ｋｇ-CO2 

○新たな地球温暖化対策実行計画案を作成しました。 

（※令和６年６月策定） 

② 地球温暖化に関する

情報発信等 

〔環境管理課〕 

環境学習講座において地球温暖化対策の講座を実施しました。 

③ 緑のカーテンづくり

の促進 

〔環境管理課〕 

○市民や学校等にゴーヤやアサガオの種子を配布しました。 

○緑のカーテンコンテストを実施し、２３件の応募があり、３団体

及び３名を表彰しました。 

④ 公共交通の利用促進 〔企画政策課〕 

○市ホームページや広報紙にて、公共交通の利用促進を図りました。 

○そで MAPにバスルート等の情報を追加したほか、市民会館まつり

でバスの乗り方教室を実施し、路線バスの利用促進を図りました。 

○路線バスの新たな利用者の掘り起こしや継続した利用を促すため

高校生を対象に無料お試し乗車を実施しました。 

⑤ 低燃費車の導入推進 〔管財契約課〕 

○公用車の購入又は更新に際し、平成２７年度燃費基準２０％向上

達成車を４台導入したほか、電気自動車を１台導入しました。 

⑥ エコドライブの推進 〔環境管理課〕 

○庁内周知を図るとともに、エコドライブにつながる公用車の運転

の取組状況について調査しました。 

⑦ 安全で安心して利用

できる道づくりの推進 

〔土木建設課〕 

○歩行帯整備を実施しました。（Ｌ＝1,041ｍ） 

○市道三箇横田線と広域農道との交差点改良工事を実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

特に、新たな地球温暖化対策として、令和６年３月に「袖ケ浦市カーボンニュートラル

宣言」を表明するとともに、新たな地球温暖化対策実行計画の案を作成した。（※令和６

年６月策定） 

・目標については、達成に向けて着実に進捗しており、「公共施設の二酸化炭素排出量」は

７，５０１ｔ（二酸化炭素排出量換算）となり、基準年度比で２，９９３ｔの削減を図

ることができた。 
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(４) 気候変動による影響への適応策の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

気候変動適応計画の策定 ― 
計画案の作成 

（※令和６年６月策定） 
計画期間中の策定を

目指します 

気候変動による影響への

適応について知っている

市民の割合 

４２％ 

（平成３０年度） 

調査未実施 
（※自然散策会等アン

ケート：３４％） 

８０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 気候変動の影響に関

する情報の収集等 

〔環境管理課〕 

○気候変動に関する県主催の担当者説明会等へ参加しました。 

② 各分野における適応

策の推進 

〔健康推進課〕 

○一定の気候条件等に該当する際に、熱中症の予防・対策について

生活安全メールを配信しました。 

・千葉県内に熱中症警戒アラートが発令された日（３４日） 

・観測地点の暑さ指数（予測値）が危険レベルに該当する日 

（５０回） 

〔職員課〕 

○５月から１０月まで、職員の服装についてクールビズを行いまし

た。 

③ 気候変動適応計画の

策定 

〔環境管理課〕 

○地球温暖化対策実行計画に包含する形で気候変動適応計画案を作

成しました。（※令和６年６月策定） 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標については、「気候変動適応計画の策定」は、地球温暖化対策実行計画に包含する形

で気候変動適応計画案を作成した（※令和６年６月策定）。 

一方で、「気候変動による影響への適応について知っている市民の割合」は、計画にある

市民意識調査ではなく自然散策会等でのアンケートであるが、結果が３４％であったこ

とから、市民への情報提供を積極的に図る必要がある。 
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４ 環境にやさしい循環型社会を形成するまち 
(１) ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

１人１日当たりのごみ総

排出量 

９３０ｇ 

（平成３０年度） 
８４９ｇ 

８３０ｇ 

（令和１３年度） 

リサイクル率 
２５．６％ 

（平成３０年度） 
２４．５％ 

３０％ 

（令和１３年度） 

リサイクルを実践してい

る市民の割合（※） 

（市民意識調査） 

８３．５％ 

（令和元年度） 
７６．７％ 

９３％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① ３Ｒ活動、各種リサイ

クル法等に関する普及

啓発 

〔廃棄物対策課〕 

○広報紙やＳＮＳ等による啓発を行いました。 

○資源回収活動推進助成金交付事業による、ごみの資源化を推進し

ました。（自治会回収：１，２２４ｔ、団体回収：５１４ｔ） 

○雑がみ回収ＢＯＸを１箇所設置しました。 

○子供服リユース企画「ガウラの古着屋さん」を実施しました。 

② プラスチックごみの

削減 

〔廃棄物対策課〕 

○令和４年４月に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律が施行されたことから、プラスチックリサイクルについて、

他市の事例調査や検討を行いました。 

③ 食品ロスに関する普

及啓発 

〔廃棄物対策課〕 

○広報紙による啓発を行いました。 

○フードドライブによる食品の提供を行いました。（８３ｋｇ） 

④ バイオマスの利活用 〔学校給食センター〕 

○給食調理時の野菜くずや給食の食べ残しを堆肥化しました。 

（約７６．４ｔ） 

⑤ 生ごみ肥料化容器助

成制度の実施 

〔廃棄物対策課〕 

○生ごみ肥料化容器等設置助成事業を実施しました。 

・生ごみ肥料化容器助成：２６基 

・機械式生ごみ処理機助成：３１基 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標については、「１人１日当たりのごみ総排出量」は、達成に向けて着実に進捗してい

るものの、「リサイクル率」及び「リサイクルを実践している市民の割合」は基準年度を下

回っていることから、更なる普及啓発やごみの資源化を推進する必要がある。 

 

 

（※ 令和４年度より「日ごろからリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを実践している市

民の割合」として調査） 



16 

 

(２) 廃棄物等の適正処理の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

農業用廃プラスチックの

回収量 

３４．２ｔ 

（平成２６年度から

平成３０年度までの

平均値） 

３０．５１ｔ 
３１．６ｔ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 廃棄物等の適正処理

に関する情報発信 

〔廃棄物対策課〕 

○市ホームページに袖ケ浦市一般廃棄物最終処分場の管理状況を公

表しました。 

② 農業用廃プラスチッ

ク処理対策の推進 

〔農林振興課〕 

○農業用マルチ・ハウス用ビニール等の回収処理をしました。 

（塩化ビニール、ポリエチレン：30.51ｔ） 

③ 廃棄物処理制度の見

直しの検討 

〔廃棄物対策課〕 

○物価上昇による市民への影響などを考慮しながら、慎重に家庭系

ごみ処理手数料の検討を進めています。また、プラスチックリサ

イクルについて、他市の事例調査や検討を行いました。 

④ 廃棄物処理施設の整

備 

〔廃棄物対策課〕 

○袖ケ浦市廃棄物処理施設長寿命化総合計画に則り、袖ケ浦クリーン

センター設備の修繕工事等を実施しました。 

○令和９年度からの次期広域廃棄物処理施設の整備に向け、関係自治

体との協議等を推進しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標についても達成していることから、引き続き取組を推進していく。 
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(３) 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

不法投棄監視員によるパト

ロール巡回日数 

２６４日 

（平成３０年度） 
２８０日 

パトロール巡回日数

の現状を維持します 

ポイ捨てごみの回収量 
７０．４ｔ 

（平成３０年度） 
５４．５ｔ ６５ｔ 

まちがきれいだと感じる市

民の割合（市民意識調査） 

５８．４％ 

（令和元年度） 
６１．１％ ６０％ 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 廃棄物等の不法投棄

やポイ捨て対策の推進 

〔廃棄物対策課〕 

○不法投棄、監視カメラに関する看板を配布しました（４１枚） 

〔環境管理課〕 

○広報紙にてポイ捨て禁止の啓発を行いました。 

○ポイ捨て禁止の啓発看板を配布しました（１７枚）。 

○袖ケ浦駅周辺及長浦駅周辺での啓発活動を実施しました。 

② 市職員全員による監

視の実施 

〔廃棄物対策課〕 

○職員による監視を継続しています。 

③ 不法投棄監視員・土砂

等対策指導員・環境美

化推進員による監視等

の実施 

〔廃棄物対策課〕 

○不法投棄監視員１０名による、月２回以上のパトロールの実施及

び例月報告書の提出（報告：延べ２３件、処理：延べ６４件） 

○土砂対策等指導員として警察ＯＢ２名を雇用し、残土埋立て・不

法投棄パトロールを週６日実施しました。 

〔環境管理課〕 

○環境美化推進員１２名の巡回報告に基づく、ポイ捨てごみの回収

を行いました。（７１５ｋｇ） 

④ 空き地等の雑草対策

の推進 

〔環境管理課〕 

○市民への刈払い機の貸出し（１００件、延べ２１６台） 

○雑草繁茂の空き地所有者に除草依頼文書を送付（１２２件） 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標についても達成していることから、引き続き取組を推進していく。 
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(４) 建設発生土・再生土への対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

土砂等対策指導員による

監視パトロールの日数 

２９２日 

（平成３０年度） 
２９３日 

監視パトロール日数

の現状を維持します 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 土砂等対策指導員に

よる監視等の実施 

〔廃棄物対策課〕 

○土砂対策等指導員として警察ＯＢ２名を雇用し、残土埋立てパト

ロールを週６日実施しました。 

○職員による、休日・早朝パトロールを実施しました。 

② 土地所有者等への啓

発 

〔廃棄物対策課〕 

○広報紙による啓発を行いました。 

○固定資産税納税通知書に啓発用チラシを同封しました。 

③ 建設発生土・再生土の

適正管理 

〔廃棄物対策課〕 

○県と合同で１４回の土壌分析を実施しました。 

○市単独で１７回の土壌分析を実施しました。 

④ 関係機関との連携 〔廃棄物対策課〕 

○１１市町村による担当者会議を２回実施しました。 

○県との合同パトロールを１回実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標についても達成していることから、引き続き取組を推進していく。 
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５ 市民参加による環境保全活動を推進するまち 
(１) 環境に関する情報発信 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

環境に関心を持っている

市民の割合 

６６．７％ 

（令和元年度） 

調査未実施 
（※自然散策会等アン

ケート：１００％） 

８０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 市の環境の状況や各

種施策に関する情報の

公表 

〔環境管理課〕 

○大気・水質・騒音等の環境調査結果について、市のホームページ

で公表しました。 

○自然散策会や環境学習講座などの取組について、広報紙や回覧、

市のホームページ等で周知と参加募集の案内を行いました。 

② 広報紙等を活用した

環境問題に関する情報

提供 

〔環境管理課〕 

○６月の環境月間に環境特集を掲載するとともに、環境に関する情

報を適宜広報紙や市ホームページに掲載しました。 

③ 環境に関する補助教

材の提供 

〔環境管理課〕 

○市の環境の状況や環境対策などの概要をまとめた「袖ケ浦の環境」

を作成し、市民等が活用できるよう、冊子ファイルを市ホームペ

ージに掲載しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標である「環境に関心を持っている市民の割合」については、計画にある市民意識調

査ではなく、自然散策会等でのアンケート調査によることから、引き続き環境に関する

情報発信を行う必要がある。 
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(２) 環境学習・環境教育の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

環境学習講座・自然散策

会の実施回数 

６回 

（平成３０年度） 
６回 

同等の実施回数を 

確保します 

（令和１３年度） 

環境学習講座・自然散策

会への参加者数 

１４０名 

（平成３０年度） 
９９名 

１５０名 

（令和１３年度） 

環境関連講座等の実施回

数 

７回 

（令和元年度） 
９回 

同等の実施回数を 

確保します 

（令和１３年度） 

環境関連講座等への参加

者数 

９５名 

（平成３０年度） 
２１５名 

１０５名 

（令和１３年度） 
 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 環境学習講座等の実

施 

〔環境管理課〕 

○自然散策会を２回、環境学習講座を４回開催し、計９９名の参加

がありました。 

② 子どもを対象とした

環境学習等に関する情

報提供等 

〔環境管理課〕 

○企業からの提供による環境学習に関するパンフレット等を児童・

生徒に配布しました。 

○椎の森でのフィールドワークによる環境学習を実施しました。 

③ 公民館、図書館、郷土

博物館等の社会教育施

設を通じた環境教育活

動の推進 

〔市民会館〕 

○乳幼児家庭教育学級において環境教育活動を３回開催し、計３５

名の参加がありました。 

〔平川公民館〕 

○子どもクラブにおいて環境教育活動を開催し、１４名の参加があ

りました。 

〔根形公民館〕 

○地域再発見講座において環境教育活動を開催し、１５名の参加が

ありました。 

○ねがたオープンキャンパス（ねこまろ）特別版として環境教育活

動を開催し、８１名の参加がありました。 

〔平岡公民館〕 

○ひらおか子ども教室において環境教育活動を開催し、２０名の参

加がありました。 

〔中央図書館・長浦おかのうえ図書館・平川図書館〕 

○７月に「海の豊かさを知る」をテーマとした特設コーナーを設置

しました。 

④ 学校における環境教

育の推進 

〔学校教育課〕 

○小学校において、緑のカーテンづくりを行いました。 

○小中学校に、テーマパークから提供を受けたアイスチューリップ

を配付し、学校敷地内に植栽しました。 



21 

 

⑤ 農業や里山の保全を

取り入れた環境教育の

実施 

〔農林振興課〕 

○ひらおかの里農村公園にてイベントを実施しました。 

○田んぼの学校を開催しました。 

〔市民会館〕 

○子どもチャレンジ教室において、里山等を活用した環境教育活動

を２回開催し、計５０名の参加がありました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標についても概ね達成しているが、「環境学習講座・自然散策会への参加者数」は、基

準年度比で減少していることから、より多くの市民に参加していただけるよう、情報発信

の改善を図る必要がある。 
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(３) 協働による環境保全活動の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

椎の森自然環境保全緑地

のボランティア参加人数 

２７人 

（平成２６年度から

平成３０年度までの

平均人数） 

２８人 

参加人数の現状を 

維持します 

（令和１３年度） 

資源回収自治会事業実施

団体数 

１１５団体 

（平成３０年度） 
１１５団体 

１２０団体 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① ボランティアとの協

働による里山の保全 

〔環境管理課〕 

○椎の森自然環境保全緑地について、作業ボランティアを募集し、

協働による下草刈、ナラ枯れの対策等の軽作業を月１～２回実施

しました。 

② 清掃活動の実施 〔環境管理課〕 

○市民の参加による市内一斉清掃を２回（５月、１１月）実施しま

した。 

（参加者：約１５，０００人/回、回収ごみ：計５１.６ｔ） 

○市民・企業等と連携し、ごみ拾いを兼ねたポイ捨て防止啓発活動

を実施しました。 

・袖ケ浦駅周辺での活動（７月実施、参加者：１４４名） 

・長浦駅周辺での活動（１０月実施、参加者：９５名） 

○企業等と連携した臨海地区清掃を実施しました。 

（実施回数：４回、ごみ回収量：計２．４０ｔ） 

③ 花いっぱい運動の推

進 

〔環境管理課〕 

○ボランティア団体に花の種子を配布しました。 

（配布団体数：４団体） 

④ 資源回収制度の推進 〔廃棄物対策課〕 

○自治会による資源回収を１１５自治会で実施しました。 

（資源回収量：１，２２４ｔ） 

○団体による資源回収を１０団体で実施しました。 

（資源回収量：５１４ｔ） 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標についても達成しているが、ボランティアの高齢化や自治会加入率の減少といった

課題があることから、取組の維持について検討を図る必要がある。 

 

 



23 

 

(４) 市民等による環境保全活動への支援 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

ごみ拾いボランティアの

活動日数 

３５日 

（平成３０年度） 
４２日 

４５日 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 環境保全に係る市民

活動への支援 

〔環境管理課〕 

○環境保全に係る市民活動への支援実績はありませんでした。 

② 公園・緑地管理におけ

る自治会、ボランティ

ア団体等の参加 

〔環境管理課〕 

○市内一斉清掃以外での自治会による地域の清掃活動に対し、ボラ

ンティア袋の配布やごみの受け入れを行いました。 

（都市整備課） 

○一部の公園等において、清掃活動や除草作業など、維持管理の一

部を地元自治会等に協力をいただいているほか、より美しい公園

となるよう団体による草花の植栽を行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、一部実施することができたが、環境保全に係る市民活

動への支援実績がないことから、更なる周知を図る必要がある。 

・目標についても達成しているが、ボランティアの高齢化や自治会加入率の減少といった

課題があることから、取組の維持について検討を図る必要がある。 
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６ 環境保全のための分野横断的な施策 
(１) 持続可能な社会を築くネットワークづくり 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

情報ネットワークの活用

団体（環境分野） 

５団体 

（平成３０年度） 
８団体 

１０団体 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 活動したい人と活動

とを結びつける情報ネ

ットワークの活用 

〔市民協働推進課〕 

○市民活動情報サイト及びその登録について周知を図るとともに、情

報の発信、閲覧の促進に努めました。 

② 環境に関する多様な

人材の把握 

〔環境管理課〕 

○情報ネットワークを活用した人材把握により、行政や企業など

様々な立場の方へ環境学習講座の講師を依頼しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標についても達成していることから、引き続き取組を推進していく。 
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(２) 災害時等における環境問題への対応 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和５年度） 

目標 

（目標年度） 

災害廃棄物処理計画の策

定 

策定なし 

（令和元年度） 

令和３年３月 

策定済 

令和２年度に 

策定します 

災害に強いまちづくりが

できていると感じる市民

の割合（市民意識調査） 

３１．１％ 

（令和元年度） 
３５．８％ ６０％ 

 

 

主な取組 令和５年度の取組状況 

① 災害廃棄物処理計画

の策定 

〔廃棄物対策課〕 

○令和２年度に策定した袖ケ浦市災害廃棄物処理計画に基づく災害

時への備えを図っています。 

② 災害廃棄物処理計画

の適切な運用 

〔廃棄物対策課〕 

○災害廃棄物処理計画の策定に伴い、災害時の適正なごみ処理や平

常時からの備え等について、ホームページにより市民への周知を

行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・施策に対する各取組については、概ね実施することができた。 

・目標については一部達成しているが、「災害に強いまちづくりができていると感じる市民の

割合」は、基準年度比で増加しているものの、全国で多発する災害を受け、目標に及ばな

いことから、安全・安心なまちづくりの取組を推進する必要がある。 

 

 

 

 


